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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおける接続確立の方法であって、
　制限付きアソシエーションアクセスポイントが、移動局により維持されるアクセス可能
なフェムトアクセスポイントのリスト中に存在することを該移動局で判定することと、こ
こにおいて、前記アクセス可能なフェムトアクセスポイントのリストは該移動局により変
更可能であり、
　該判定に少なくとも部分的に基づいて、前記移動局により、制限付きアソシエーション
アクセスポイントとの接続確立を要求することと、
　該要求された接続の確立に前記制限付きアソシエーションアクセスポイントが適さない
ことを示す制限コードを含む、該接続確立要求に対する拒絶を前記移動局で受信すること
と、ここにおいて、前記制限コードは前記拒絶の理由に関係しており、
　前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きアソシエーションアクセ
スポイントへの今後の接続の試みを防ぐことと、を具備する方法。
【請求項２】
　前記拒絶に少なくとも部分的に基づいて、前記アクセス可能なフェムトアクセスポイン
トの維持リストから、前記制限付きアソシエーションアクセスポイントを削除することさ
らに具備する請求項１の方法。
【請求項３】
　前記リストから前記制限付きアソシエーションアクセスポイントを削除することは、さ
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らに、制限コードに少なくとも部分的に基づく請求項２の方法。
【請求項４】
　前記接続確立の要求は無線により行われ、前記拒絶は前記制限付きアソシエーションア
クセスポイントから無線により受信される請求項１の方法。
【請求項５】
　前記接続確立の要求は前記制限付きアソシエーションアクセスポイントとの帰路接続に
より行われ、前記拒絶は前記帰路接続により受信される請求項１の方法。
【請求項６】
　異なるアクセスポイントからのセル再選択に参加することをさらに具備し、接続確立の
要求が該セル再選択中に行われる請求項１の方法。
【請求項７】
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントは、シグナリング、データアクセス、
登録、および／またはサービスの提供が前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて制
限される請求項１の方法。
【請求項８】
　前記接続確立を要求することは、前記要求に認証情報を含めることを具備する請求項１
の方法。
【請求項９】
　制限付きアソシエーションアクセスポイントが、当該無線通信装置により維持されるア
クセス可能なフェムトアクセスポイントのリスト中に存在することを確認し、
　前記維持リストにおける前記制限付きアソシエーションアクセスポイントの存在に少な
くとも部分的に基づいて、前記制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立
を要求し、ここにおいて、前記アクセス可能なフェムトアクセスポイントのリストは該移
動局により変更可能であり、
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントが接続確立に適さないことを示す、前
記接続確立の要求に応じた制限コードを受信し、ここにおいて、前記制限コードは前記拒
絶の理由に関係しており、
　前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きアソシエーションアクセ
スポイントへの今後の接続の試みを防ぐように構成された少なくとも１つのプロセッサと
、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、を具備する無線通信装置。
【請求項１０】
　無線通信において１つまたは複数のアクセスポイントとの接続確立を促進する無線通信
装置であって、
　制限付きアソシエーションアクセスポイントが、前記無線通信装置により維持されるア
クセス可能なフェムトアクセスポイントのリスト中に存在することを判定するための手段
と、ここにおいて、前記アクセス可能なフェムトアクセスポイントのリストは該移動局に
より変更可能であり、
　該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイントと
の接続確立を要求するための手段と、
　該接続確立要求に応じて、制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立は
制限されることを示す制限コードを受信するための手段と、ここにおいて、前記制限コー
ドは前記拒絶の理由に関係しており、
　前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きアソシエーションアクセ
スポイントへの今後の接続の試みを防ぐための手段と、
を具備する装置。
【請求項１１】
　少なくとも１つのコンピュータに、制限付きアソシエーションアクセスポイントが、移
動局により維持されるアクセス可能なフェムトアクセスポイントのリスト中に存在するこ
とを判定させるためのコードと、ここにおいて、前記アクセス可能なフェムトアクセスポ
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イントのリストは該移動局により変更可能であり、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付
きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、該要求された接続の確立に前記制限付きアソシ
エーションアクセスポイントが適さないことを示す制限コードを含む、該接続確立要求に
対する拒絶を受信させるためのコードと、ここにおいて、前記制限コードは前記拒絶の理
由に関係しており、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて
、前記制限付きアソシエーションアクセスポイントへの今後の接続の試みを防ぐことをさ
せるためのコードと、
を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１２】
　アクセス可能なフェムトアクセスポイントのリストを維持し、制限付きアソシエーショ
ンアクセスポイントが、該リストの中に存在することを判定するアクセスリスト制御器と
、ここにおいて、前記アクセス可能なフェムトアクセスポイントのリストは該移動局によ
り変更可能であり、
　前記アクセスリスト制御器による判定に少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きア
ソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求する接続要求器と、
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントが接続確立に適さないことを示す、前
記接続確立の要求に応じた制限コードを受信する制限コード受信器と、を具備し、ここに
おいて、前記制限コードは前記拒絶の理由に関係しており、
　前記アクセスリスト制御器は、前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記制
限付きアソシエーションアクセスポイントへの今後の接続の試みを防ぐ無線通信装置。
【請求項１３】
　前記アクセスリスト制御器は、前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記ア
クセス可能なフェムトアクセスポイントの維持リストから、前記制限付きアソシエーショ
ンアクセスポイントを削除する請求項１２の装置。
【請求項１４】
　前記接続要求器は無線により接続確立を要求し、前記制限コード受信器は、前記制限付
きアソシエーションアクセスポイントから無線により前記制限コードを受信する請求項１
２の装置。
【請求項１５】
　前記接続要求器は前記接続確立の要求を前記制限付きアソシエーションアクセスポイン
トとの帰路接続により行い、前記制限コード受信器は前記拒絶を前記帰路接続により受信
する請求項１２の装置。
【請求項１６】
　異なるアクセスポイントからのセル再選択に参加するセル再選択器をさらに具備し、前
記接続要求器は、前記接続確立を該セル再選択中に要求する請求項１２の装置。
【請求項１７】
　前記制限コード受信器は、前記制限付きアソシエーションアクセスポイントは、シグナ
リング、データアクセス、登録、および／または当該装置へのサービスの提供が前記制限
コードに少なくとも部分的に基づいて制限されることを判定する請求項１２の装置。
【請求項１８】
　前記接続要求器は、接続確立の要求に認証情報を含める請求項１２の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＴＯ　ＦＡＣＩＬＩＴＡＴ
Ｅ　ＩＤＬＥ　ＳＴＡＴＥ　ＨＡＮＤＯＦＦ　ＩＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＷＩＴＨ　ＲＥＳ
ＴＲＩＣＴＥＤ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ」と題して２００７年１１月１６日に提出され
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た米国暫定特許出願第６０／９８８，６３１号、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴ
ＨＯＤ　ＴＯ　ＦＡＣＩＬＩＴＡＴＥ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ　ＳＴＡＴＥ　ＨＡＮＤＯＦ
Ｆ　ＩＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＷＩＴＨ　ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ
」と題して２００７年１１月１６日に提出された米国暫定特許出願第６０／９８８，６４
１号、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＴＯ　ＦＡＣＩＬＩＴＡＴＥ　Ｍ
ＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＡＮＤ　ＡＤＶＥＲＴＩＳＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＮＥＩＧＨＢＯＲ　
ＬＩＳＴＳ　ＩＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＷＩＴＨ　ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤ　ＡＳＳＯＣＩＡ
ＴＩＯＮ」と題して２００７年１１月１６日に提出された米国暫定特許出願第６０／９８
８，６４９号の優先権を主張する。上記出願の全体は参照することにより本明細書に組み
込まれる。
【０００２】
　また、本出願は、同時係属の米国特許出願である代理人整理番号０７２３２４Ｕ２のＧ
ａｖｉｎ　Ｈｏｒｎらによる「ＦＡＶＯＲＩＮＧ　ＡＣＣＥＳＳ　ＰＯＩＮＴＳ　ＩＮ　
ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ」、代理人整理番号０７２３２４Ｕ３
のＧａｖｉｎ　Ｈｏｒｎらによる「ＵＴＩＬＩＺＩＮＧ　ＢＲＯＡＤＣＡＳＴ　ＳＩＧＮ
ＡＬＳ　ＴＯ　ＣＯＮＶＥＹ　ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ　ＩＮＦ
ＯＲＭＡＴＩＯＮ」、代理人整理番号０７２３２４Ｕ４のＧａｖｉｎ　Ｈｏｒｎらによる
「ＣＬＡＳＳＩＦＹＩＮＧ　ＡＣＣＥＳＳ　ＰＯＩＮＴＳ　ＵＳＩＮＧ　ＰＩＬＯＴ　Ｉ
ＤＥＮＴＩＦＩＥＲＳ」、および代理人整理番号０７２３２４Ｕ５のＧａｖｉｎ　Ｈｏｒ
ｎらによる「ＳＥＣＴＯＲ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＵＳＩＮＧ　ＳＥＣＴＯＲ
　ＰＡＲＡＭＥＴＥＲＳ　ＳＩＧＮＡＴＵＲＥＳ」に関連する。これら全ては、これによ
り同時に提出され、これに関して譲受人に譲渡され、参照することにより本明細書に明示
的に組み込まれる。
【技術分野】
【０００３】
　以下の説明は、一般に無線通信に関し、特に、無線アクセスポイントへの接続の試みに
あたって制限コードを利用することに関する。
【背景技術】
【０００４】
　無線通信システムは、例えば音声、データ等のような各種通信コンテンツを提供するた
めに広く展開している。典型的な無線通信システムは、利用可能システムリソース（例え
ば帯域幅、送信電力．．．）の共有により複数ユーザとの通信をサポート可能な多元接続
システムとすることができる。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続（
ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤ
ＭＡ）システムおよび直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムなどを含み得る。
さらに、これらシステムは第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）、３ＧＰ
Ｐロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ
）等のような仕様に準拠し得る。
【０００５】
　一般に、無線多元接続通信システムは、複数のモバイルデバイスの通信を同時にサポー
トすることができる。各モバイルデバイスは、順方向リンクおよび逆方向リンク上の伝送
によって１つまたは複数の基地局と通信することができる。順方向リンク（またはダウン
リンク）は基地局からモバイルデバイスへの通信リンクを指し、逆方向リンク（またはア
ップリンク）はモバイルデバイスから基地局への通信リンクを指す。さらに、モバイルデ
バイスと基地局の間の通信は、ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｓｉｎｇｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ
（ＳＩＳＯ）システム、ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｓｉｎｇｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ（
ＭＩＳＯ）システム、ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ
（ＭＩＭＯ）システムなどを通じて確立されてもよい。また、ピアツーピア無線ネットワ
ーク構成においてモバイルデバイスは他のモバイルデバイスと（および／または基地局が
他の基地局と）通信することができる。
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【０００６】
　ＭＩＭＯシステムは、普通、データ伝送に複数（ＮＴ）の送信アンテナと複数（ＮＲ）
の受信アンテナを用いる。これらアンテナは基地局とモバイルデバイスの両方に通じてお
り、ある例において無線ネットワーク上のデバイス間の双方向通信を可能にする。モバイ
ルデバイスがサービスエリアの至るところに移動しているとき、通信のためにデバイスに
より利用されるセルを、１つまたは複数のアクセスポイント間（例えばマクロセル、フェ
ムトセルなど）で再選択することができる。例えばこれは、利用可能なアクセスポイント
またはそのサービングセルが、現在のアクセスポイント以上により良い信号またはサービ
スを提示できる場合に発生し得る。モバイルデバイスは、信号品質、サービスレベルなど
のような１つまたは複数のセルに関係するパラメータを測定することができ、該パラメー
タの１以上に基づく望ましさに従ってセルをランク付けすることができる。ある例におい
て、利用可能なアクセスポイントは、課金、カバレッジ、サービスオプションなどを提供
する特定のモバイルデバイスのホームアクセスポイントに関連づけることができる。した
がって、通信に利用されるセルは、特定範囲内のより望ましいアクセスポイントに再選択
することができる。
【発明の概要】
【０００７】
　下記は１つまたは複数の実施形態の基本的了解事項を提供するために単純化された、か
かる実施形態の要約を示す。この要約は予期される全ての実施形態の広範囲な概観ではな
く、全ての実施形態の重要または重大な構成要素を同定することや、いずれかまたは全て
の実施形態の範囲を線引きすることは意図されていない。その唯一の目的は、後に示され
るより詳細な説明の前ぶれとして、１つまたは複数の実施形態のいくつかの概念を簡素な
形で示すことにある。
【０００８】
　１つまたは複数の実施形態および対応する開示に従って、無線アクセスポイントへの接
続の試みにおける制限コードの利用促進に関して種々の態様が説明される。例えば、該コ
ードは、制限付きアソシエーションを実装するセルについて再選択が試みられる場合に、
セル再選択中におけるセル再選択に用いられ得る。したがって、セルのための再選択を要
求するデバイスは、セルまたはそれに関係するアクセスポイントの利用が制限される場合
に、制限の理由を示す制限コードがデバイスによって受信され得る。場合によっては、制
限は一時的なもの（例えば過負荷のセルまたはリセット中の場合）であり得、または恒久
的なもの（例えば、デバイスはアクセスが許可されない、または一定期間にわたりセルが
ダウンしている場合）であり得る。該制限によって、デバイスは、再選択のためのセルの
維持リストからセルまたは関連するアクセスポイントを削除し得る。該リストは、再選択
に関して可能なセルまたは関連するアクセスポイントがリストに載っているかどうか確認
するために調べられ得る。例えば、制限コードが恒久的な制限を示す場合、セルまたはア
クセスポイント（あるいはアクセスポイントと関係するグループ識別子）を維持リストか
ら削除することは、効率的な再選択をもたらし得る。あるいは、該リストは、この例にお
ける制限コードに基づいて、再選択が試みられるべきでないセルを記載することができ、
複数のセルがリストに加えられ得ることが理解されるべきである。
【０００９】
　関連する態様によれば、無線通信ネットワークにおける接続確立の方法が提供される。
該方法は、制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子がアク
セス可能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中に存在するかどうかを判定す
ることを含んでいる。この方法は、該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソ
シエーションアクセスポイントとの接続確立を要求することと、該接続確立の要求に応じ
て拒絶を受信することとをさらに含み得る。該拒絶は、グループ識別子は、該要求された
接続の確立に適さないことを示す制限コードを具備する。
【００１０】
　別の態様は無線通信装置に関する。この無線通信装置は、制限付きアソシエーションア
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クセスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可能なアクセスポイントグループ
識別子の維持リスト中に存在することを確認し、前記維持リストにおける前記グループ識
別子の存在に少なくとも部分的に基づいて前記制限付きアソシエーションアクセスポイン
トとの接続確立を要求するように構成された少なくとも１つのプロセッサを含み得る。こ
のプロセッサは、前記グループ識別子が接続確立に適さないことを示す、前記接続確立の
要求に応じた制限コードを受信するようさらに構成される。また、この無線通信装置は、
前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリを具備する。
【００１１】
　さらに別の態様は、無線通信ネットワークにおける１つまたは複数のアクセスポイント
との接続確立を促進する無線通信装置に関する。この無線通信装置は、制限付きアソシエ
ーションアクセスポイントと関係するグループ識別子がアクセス可能なアクセスポイント
グループ識別子の維持リスト中に存在することを判定するための手段と、該判定に少なく
とも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求
するための手段とを具備し得る。この無線通信装置は、該接続確立要求に応じて、制限付
きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立は制限されることを示す制限コードを
受信するための手段をさらに含み得る。
【００１２】
　さらに別の態様は、少なくとも１つのコンピュータに、制限付きアソシエーションアク
セスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可能なアクセスポイントグループ識
別子の維持リスト中に存在することを判定させるためのコードを具備するコンピュータ可
読媒体を持ち得るコンピュータプログラム製品に関する。また、このコンピュータ可読媒
体は、前記少なくとも１つのコンピュータに、該判定に少なくとも部分的に基づいて、制
限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求させるためのコードを具備
し得る。また、このコンピュータ可読媒体は、前記少なくとも１つのコンピュータに、該
要求された接続の確立に前記グループ識別子が適さないことを示す制限コードを含む、該
接続確立要求に対する拒絶を受信させるためのコードを具備し得る。
【００１３】
　さらに、付加的な態様は、装置に関する。この装置は、アクセス可能なアクセスポイン
トグループ識別子のリストを維持し、制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係
するグループ識別子が、該リストの中に存在することを判定するアクセスリスト制御器と
、前記アクセスリスト制御器による判定に少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きア
ソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求する接続要求器とを含み得る。この
装置は、前記グループ識別子が接続確立に適さないことを示す、前記接続確立の要求に応
じた制限コードを受信する制限コード受信器をさらに含み得る。
【００１４】
　上述の関連する目的を達成するために、１つまたは複数の実施形態は、以下で十分に記
載され、特許請求の範囲において特に指摘された特徴を具備する。以下の明細書および添
付の図面は、１つまたは複数の実施形態の例示の態様を詳細に説明している。しかしなが
ら、これらの態様は、種々の実施形態の原理を採用できる種々の方法のわずか数例を示す
ものであって、開示の実施形態は、そのような態様およびその等価物をすべて含むことが
意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、ここに述べられた種々の態様に従う無線多元接続通信システムを示す図
である。
【図２】図２は、セル再選択を促進する無線通信ネットワークの図である。
【図３】図３は、無線通信環境内での運用のための通信装置例の図である。
【図４】図４は、接続確立拒絶における制限コードの利用を発効させる無線通信システム
例の図である。
【図５】図５は、無線ネットワークにおけるセル再選択の実行を促進する方法例の図であ
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る。
【図６】図６は、アクセス可能なアクセスポイントの維持リストに基づいた接続確立要求
を促進する方法例の図である。
【図７】図７は、受信した制限コードに基づくアクセス可能なアクセスポイントのリスト
の維持を促進する方法例の図である。
【図８】図８は、セル再選択におけるアクセス可能なアクセスポイントのリストの維持お
よび利用を促進する方法例の図である。
【図９】図９は、接続確立拒絶で利用するための制限コードを生成するシステム例の図で
ある。
【図１０】図１０は、本明細書で説明された種々のシステムおよび方法と共に用いること
ができる無線ネットワーク環境例の図である。
【図１１】図１１は、接続確立要求の際に、アクセス可能なアクセスポイントのリストを
維持して調べるシステム例の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　種々の実施形態を図面を参照して説明する。ここでは、全体にわたって構成要素等を参
照するために参照数字等を用いる。以下の明細書には、１つまたは複数の実施形態の一通
りの理解が得られるように、説明を目的として幾多の具体的詳細が記載される。しかしな
がら、これら具体的詳細が無くとも、かかる実施形態を実施できることは明らかであろう
。その他の例において、良く知られた構造および装置については、１つまたは複数の実施
形態の説明を容易にするために、ブロック図の形式で示す。
【００１７】
　本願明細書で用いるような「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」などの
用語は、コンピュータ関連の実体、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフ
トウェアの組み合わせ、ソフトウェアまたは実行中のソフトウェアのいずれかを指すこと
が意図される。例えば、コンポーネントはプロセッサ上のプロセス、プロセッサ、オブジ
ェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、および／またはコンピュータとする
ことができるが、これらに限定されるものではない。実例として、コンピューティング装
置上で実行するアプリケーション、およびコンピューティング装置は、ともにコンポーネ
ントとすることができる。１つまたは複数のコンポーネントがプロセスおよび／または実
行スレッド内に存在することができ、あるコンポーネントを１つのコンピュータに配置し
、および／または２台以上のコンピュータに分散配置してもよい。さらに、これらのコン
ポーネントは、諸データ構造を格納する種々のコンピュータ読取り可能な媒体から実行し
てもよい。該コンポーネントは、ローカルプロセスおよび／またはリモートプロセスとし
て、例えば１つまたは複数のデータパケット（例えば、ローカルシステム、分散型システ
ムにおける別のコンポーネントと相互作用するコンポーネントからのデータ、インターネ
ットのようなネットワークを経由する信号を手段として他システムと相互作用するコンポ
ーネントからのデータ）を有する信号に従って通信を行ってもよい。
【００１８】
　更にここでは、モバイル装置に関連して種々の実施形態を説明する。モバイルデバイス
は、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、リモート局、リモート端
末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザ
デバイス、またはユーザ機器（ＵＥ）とも呼ばれる。モバイルデバイスは、セルラー電話
機、コードレス電話機、セッション設定プロトコル（ＳＩＰ）電話機、ワイヤレスローカ
ルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線接続能力を持つハンドヘルドデバ
イス、コンピューティングデバイス、または無線モデムに接続された他の処理デバイスで
あってもよい。更に、基地局に関連して種々の実施形態を説明する。基地局は、モバイル
デバイスとの通信に利用することができ、アクセスポイント、ＮｏｄｅＢ、エボルブドＮ
ｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢまたはｅＮＢ）、ベーストランシーバ基地局（ＢＴＳ）または他
の何らかの用語で称することができる。
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【００１９】
　さらにここで説明された種々の態様または特徴は、方法、装置、または標準プログラミ
ングおよび（または）エンジニアリング技術を用いて製品として、実装してもよい。ここ
で用いられるような用語「製造品（ａｒｔｉｃｌｅ　ｏｆ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ）」
とは、任意のコンピュータ可読なデバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコ
ンピュータプログラムを包含することが意図される。例えば、コンピュータ読取り可能な
媒体は、磁気記憶装置（例えばハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気
ストリップなど）、光ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、ディジタルバー
サタイルディスク（ＤＶＤ）など）、スマートカードおよびフラッシュメモリデバイス（
例えばＥＰＲＯＭ、カード、スティック、キードライブなど）を含んでもよいが、これら
には限定されない。さらに、本明細書で説明された種々の記憶媒体は、情報を記憶するた
めの、１つまたは複数のデバイスおよび／または他の機械可読媒体を意味し得る。用語「
機械可読媒体」は、命令（群）および／またはデータを記憶し、収容し、かつ／または運
ぶ無線チャネルおよび種々の他の媒体を含み得るが、これらに限定されない。
【００２０】
　本明細書で説明される技術は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤ
ＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）、シ
ングルキャリア周波数領域多重化（ＳＣ－ＦＤＭＡ）および他のシステムのような、種々
の無線通信システムに用いられてもよい。「システム」、「ネットワーク」という用語は
、しばしば区別なく用いられる。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス（
ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などのような無線技術を実装してもよい。ＵＴＲＡは広帯
域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）および他のＣＤＭＡの変種を含んでいる。ｃｄｍａ２０００
はＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６標準をカバーする。ＴＤＭＡシステム
は、グローバル移動体通信システム（ＧＳＭ）のような無線技術を実装してもよい。ＯＦ
ＤＭＡシステムは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド
（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡ
Ｘ）、ＩＥＥＥ　８０２．２０、フラッシュＯＦＤＭなどのような無線技術を実装しても
よい。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは地上波無線アクセスネットワーク（ＵＭＴＳ）の一
部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いる
ＵＭＴＳの来るべきリリースであり、アップリンクにＳＣ－ＦＤＭＡを用い、ダウンリン
クにＯＦＤＭＡを用いる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭにつ
いては「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（
３ＧＰＰ）という名称の組織からの文献に記載されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭ
Ｂについては「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃ
ｔ　２」（３ＧＰＰ２）という名称の組織からの文献に記載されている。
【００２１】
　今、図１を参照すると、本明細書で示される種々の実施形態に従う無線通信システム１
００が示される。システム１００は、複数のアンテナグループを含み得る基地局１０２を
具備する。例えば、一のアンテナグループはアンテナ１０４および１０６を含むことがで
き、別のグループがアンテナ１０８および１１０を具備してもよく、さらに別のグループ
がアンテナ１１２および１１４を含んでもよい。各アンテナグループについて２本のアン
テナが示されているが、各グループで多数のまたは少数のアンテナを利用してもよい。基
地局１０２は、さらに送信機チェーンと受信機チェーンを含むことができ、その各々は信
号の送信および受信に関連する複数のコンポーネント（例えばプロセッサ、変調器、多重
装置、復調器、逆多重装置、アンテナなど）を具備してもよいことを当業者なら理解する
であろう。
【００２２】
　基地局１０２は、モバイルデバイス１１６およびモバイルデバイス１２６のような１つ
または複数のモバイルデバイスと通信することができるが、基地局１０２はモバイルデバ
イス１１６および１２６と同様に実質的に任意の数のモバイルデバイスと通信し得ること
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が理解されるべきである。モバイルデバイス１１６および１２６は、例えば、携帯電話機
、スマートフォン、ラップトップ、携帯型の通信デバイス、携帯型のコンピューティング
デバイス、サテライトラジオ、全地球測位システム、ＰＤＡ、および／または無線通信シ
ステム１００上で通信するための任意の他の適合するデバイスであってもよい。図示のよ
うに、モバイルデバイス１１６は、アンテナ１１２および１１４と通信する。アンテナ１
１２および１１４は順方向リンク１１８によりモバイルデバイス１１６に情報を送信し、
逆方向リンク１２０によりモバイルデバイス１１６から情報を受信する。周波数分割デュ
プレックス（ＦＤＤ）システムにおいて、順方向リンク１１８は、例えば逆方向リンク１
２０によって用いられるものとは異なる周波数帯を利用することができる。さらに、時分
割デュプレックス（ＴＤＤ）システムでは、順方向リンク１１８および逆方向リンク１２
０は共通の周波数を利用することができる。
【００２３】
　各アンテナグループおよび／またはそれらが通信するように指示されたエリアは、基地
局１０２のセクタまたはセルと称することができる。例えば、アンテナグループは、基地
局１０２によってカバーされたエリアのセクタにおいてモバイルデバイスと通信すること
が意図される。順方向リンク１１８上の通信において、基地局１０２の送信アンテナは、
モバイルデバイス１１６の順方向リンク１１８の信号対雑音比を向上するためにビームフ
ォーミングを利用することができる。また、関連するカバレッジに無作為に散在したモバ
イルデバイス１１６への送信に基地局１０２がビームフォーミングを利用する場合、すべ
てのモバイルデバイスに単一アンテナを通して送信する基地局の場合と比較して、隣接セ
ルにおけるモバイルデバイスが被る干渉をより小さくすることができる。さらに、モバイ
ルデバイス１１６および１２６は、ピアツーピアまたはアドホックの技術を用いて、互い
に直接通信することができる。
【００２４】
　また基地局１０２は、無線サービスアクセスネットワーク（例えば３Ｇネットワーク）
を含む１つまたは複数のネットワークであり得るネットワーク１２２と、帰路リンク接続
によって通信することができる。ネットワーク１２２は、モバイルデバイス１１６および
１２６と関係するアクセスパラメータに関する情報と、該デバイス１１６および１２６に
サービスを提供する無線アクセスネットワークの他のパラメータを記憶することができる
。更に、フェムトセル１２４は、（上述した順方向リンク１１８および逆方向リンク１２
０と同様に）順方向リンク１２８および逆方向リンク１３０によるモバイルデバイス１２
６との通信を促進するために提供することができる。小規模ではあるが基地局１０２に酷
似するフェムトセル１２４は、１つまたは複数のモバイルデバイス１２６に対してアクセ
スを提供することができる。ある例において、フェムトセル１２４は、住宅、ビジネス、
および／または他の近距離環境（例えばテーマパーク、競技場、団地など）内に構成する
ことができる。フェムトセル１２４は、帰路リンク接続を利用するネットワーク１２２に
接続することができ、ある例ではそれは広帯域インターネット接続（Ｔ１／Ｔ３、デジタ
ル加入者線（ＤＳＬ）、ケーブルなど）であってもよい。同様に、ネットワーク１２２は
、モバイルデバイス１２６についてアクセス情報を提供することができる。
【００２５】
　一つの例によれば、モバイルデバイス１１６および１２６は、移動中に異なる基地局お
よび／またはフェムトセル間のセル再選択を行ないながらサービスエリア上を移動するこ
とができる。これに関連し、モバイルデバイス１１６および１２６は、該モバイルデバイ
ス１１６および１２６のユーザーに対するシームレスな、連続的無線サービスを達成する
ことができる。ある例において（不図示）、モバイルデバイス１２６は、モバイルデバイ
ス１１６と同様に基地局１０２と通信していたところ、フェムトセル１２４の規定範囲に
移動したものである。これに関連し、モバイルデバイス１２６は、より望ましい無線サー
ビスアクセスを受けるために、フェムトセル１２４と関係する１つまたは複数のセルを再
選択することができる。ある例において、フェムトセル１２４は、より望ましい課金およ
び／または他のアクセスオプションを提示する、モバイルデバイス１２６のホームアクセ
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スポイントであってもよい。別の例では、フェムトセル１２４は、ビジネスまたは現場そ
れぞれに適合したビジネスまたは現場提供オプションまたはデータに関係してもよい。し
たがって、モバイルデバイス１２６は、上記のような適合するオプションを受信するため
に、フェムトセル１２４と関係する１つまたは複数のセルを再選択することができる。ま
た、モバイルデバイス１２６が基地局１０２に近づくと、該モバイルデバイス１２６は、
関係するセルを（例えば、フェムトセル１２４上の干渉を緩和するため、多くの最適な信
号を受信するため、スループット向上のためなどの）様々な理由によって再選択すること
ができる。
【００２６】
　サービスエリア上を移動する際に、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、
セル再選択がモバイルデバイス１１６および／または１２６にとって、いつ有益かを判定
するために、（基地局１０２のような）利用可能な基地局、（フェムトセル１２４のよう
な）フェムトセル、および／または他のアクセスポイントを絶えず測定することができる
。この測定には、例えば、評価する信号品質、スループット、利用可能なサービス、当該
アクセスポイントと関係する無線アクセスプロバイダ、および／または同様なものが含ま
れ得る。１以上の測定に基づいて、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、再
選択のためにアクセスポイントをランク付けることができる。ランキングを判定すると、
モバイルデバイス１１６および／または１２６は、最上位ランクのアクセスポイントへの
セル再選択を試みることができる。また、モバイルデバイス１１６および／または１２６
は、アクセス可能なアクセスポイントのリストおよび／またはアクセス可能なアクセスポ
イントのグループのリストを維持することができる。アクセス可能なアクセスポイントは
、例えば、モバイルデバイス１１６および／または１２６がアクセスすることを認められ
た制限付きアソシエーションアクセスポイントに関係し得、および／または他のアクセス
ポイントよりもどのアクセスが優先されるか、また、そうでなければ好ましいかに関係し
得る。
【００２７】
　ある例において、フェムトセル１２４は上記の制限付きアソシエーションアクセスポイ
ントになり得る。例えば、制限付きアソシエーションアクセスポイントは、各アクセスポ
イントが特定のモバイルデバイス（例えばモバイルデバイス１１６および／または１２６
）には特定のサービスを提供するものの他のモバイルデバイスまたはアクセス端末（不図
示）には必ずしもそうではない、といったいくつかの態様で制限され得る。例えば、フェ
ムトセル１２４は、他のモバイルデバイスまたはアクセス端末に対して登録、シグナリン
グ、音声通話、データアクセスおよび／または追加サービスを提供しないように制限する
ことができる。制限付きアソシエーションアクセスポイントは、アドホックの態様で配置
することができる。例えば、ある住宅所有者は、ホーム用に制限されたアクセスポイント
をインストールし構成することができる。
【００２８】
　ある例において、モバイルデバイス１１６および（または）１２６は、基地局１０２、
フェムトセル１２４および（または）他のアクセスポイントのような１つまたは複数の利
用可能なアクセスポイントを、該アクセスポイントと関係するブロードキャスト信号内の
１つまたは複数のインジケータの少なくとも一部に基づいて識別することができる。１つ
または複数のインジケータを受信すると、モバイルデバイス１１６および（または）１２
６は、セル再選択を試みる前に、アクセスポイントがリストに載っていること、または関
連するグループ識別子がリストに載っていることを保証することができる。別の例では、
モバイルデバイス１１６および／または１２６は、ランキングのためのパラメータを測定
する前に、リストとのアクセスポイントのアソシエーションを確認することができる。
【００２９】
　これに関連し、制限コードは、モバイルデバイス１１６および／または１２６との接続
をサポートするかどうか、あるいは、接続は不適当かどうかを示すために、基地局１０２
および（または）フェムトセル１２４のような利用可能なアクセスポイントによって利用
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され得る。モバイルデバイス１１６および／または１２６は、１つまたは複数の制限コー
ドを受信すると、基地局１０２および／またはフェムトセル１２４のようなアクセスポイ
ントおよび／またはそれらに関連するグループ識別子を、アクセス可能なアクセスポイン
トのリストから削除し得る。したがって、続くセル再選択において、モバイルデバイス１
１６および／または１２６は、制限付きアクセスポイントまたは識別された関連グループ
と関係するセルを無視することができ、このことは、アクセスポイントまたは同グループ
における他のアクセスポイントとの接続を試みるために必要とされるリソースと時間の節
約になる。説明されているように、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、（
例えばアクセスポイントが現時点で最大の接続能力を持つ場合）該リストからアクセスポ
イントまたはグループを取り除かないいくつかの制限コードを受信することができる。別
の例では、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、アクセスできないアクセス
ポイントまたはグループのリストを維持することができ、受信した制限コードに少なくと
も部分的に基づいて、該リストにアクセスポイントまたはグループ識別子を加え得る。
【００３０】
　今、図２を参照すると、幾つかのモバイルデバイスをサポートするように構成された無
線通信システム２００が示される。システム２００は、対応するアクセスポイント２０４
Ａ－２０４Ｇによって各セルがサービスされる例えばマクロセル２０２Ａ－２０２Ｇのよ
うな複数のセルの通信を提供する。例えば上述したように、マクロセル２０２Ａ－２０２
Ｇに関係するアクセスポイント２０４Ａ－２０４Ｇは、基地局であってもよい。モバイル
デバイス２０６Ａ－２０６は、無線通信システム２００の全体にわたり様々な位置に分散
して示される。説明されるように、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、それぞれ、
順方向リンクおよび／または逆方向リンク上で１つまたは複数のアクセスポイント２０４
Ａ－２０４Ｇと通信することができる。また、アクセスポイント２０８Ａ－２０８Ｃが示
される。説明されるように、これらは、フェムトセルのような、特定のサービス位置に関
係するサービスを提供する小規模のアクセスポイントとすることができる。さらにモバイ
ルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、提供されるサービスを受けるために、これら規模アク
セスポイント２０８Ａ－２０８Ｃと通信することができるある例において、無線通信シス
テム２００は、大きな地理的領域のサービスを提供することができる（説明するように、
例えばマクロセル２０２Ａ－２０２Ｇが近隣の少数のブロックをカバーすることができ、
フェムトセルアクセスポイント２０８Ａ－２０８Ｃが住宅、オフィスビル等のようなエリ
アに存在し得る）。ある例において、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、無線およ
び／または帰路接続によって、アクセスポイント２０４Ａ－２０４Ｇおよび／または２０
８Ａ－２０８Ｃとの接続を確立することができる。
【００３１】
　さらに、図に示すように、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉはシステム２００の至
るところを移動することができ、異なるマクロセル２０２Ａ－２０２Ｇまたはフェムトセ
ルカバレージエリアを介して移動しながら、種々のアクセスポイント２０４Ａ－２０４Ｇ
および／または２０８Ａ－２０８Ｃと関係するセルを再選択することができる。ある例に
おいて、１つまたは複数のモバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、フェムトセルアクセ
スポイント２０８Ａ－２０８Ｃの少なくとも１つと関係するホームフェムトセルに関連付
けられ得る。例えば、モバイルデバイス２０６Ｉは、そのホームフェムトセルとしてフェ
ムトセルアクセスポイント２０８Ｂに関連付けられ得る。したがって、モバイルデバイス
２０６Ｉは、マクロセル２０２Ｂ内に存在し、ひいてはアクセスポイント２０４Ｂのカバ
レージエリア内に存在するものの、アクセスポイント２０４Ｂの代わりに（またはそれに
加えて）フェムトセルアクセスポイント２０８Ｂと通信することができる。ある例におい
て、フェムトセルアクセスポイント２０８Ｂはモバイルデバイス２０６Ｉに対して望まし
い課金または料金、寸時利用、高度サービス（例えば高速ブロードバンドアクセス、メデ
ィアサービスなど）のような追加サービスを提供することができる。したがってモバイル
デバイス２０６Ｉがフェムトセルアクセスポイント２０８Ｂの範囲内にいる場合、該モバ
イルデバイス２０６Ｉは、再選択において、フェムトセルアクセスポイント２０８Ｂを支
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持することにより該フェムトセルアクセスポイント２０８Ｂとの通信に拘束される。
【００３２】
　例えば、モバイルデバイス２０６Ｄは、フェムトセルアクセスポイント２０８Ｃに関連
付けられ得る。モバイルデバイス２０６Ｄがマクロセル２０２Ｃから２０２Ｄに移動して
アクセスポイント２０４Ｄおよび／または２０８Ｃに近づくと、該モバイルデバイス２０
６Ｄは、本明細書で説明するように、セル再選択処理を開始することができる。これは例
えば、望ましい接続を判定するために、（例えばアクセスポイント２０４Ｃ、２０４Ｄお
よび２０８Ｃに関する）周囲セルパラメータを測定することを含み得る。このパラメータ
には、例えば、信号品質、接続スループット、提供されるサービス、当該アクセスポイン
トと関係するサービスプロバイダ等が含まれ得る。説明されるように、またモバイルデバ
イス２０６Ｄは、該アクセスポイントの識別子を、アクセス可能なアクセスポイントのリ
スト中に存在するものとして確認することができる。該リストは、さらにまたはその代わ
りに、グループのアクセスポイントを識別することができ、該アクセスポイントのグルー
プ識別子を、リスト内のグループ識別子によって確認することができる。先の例において
、モバイルデバイス２０６Ｄは、アクセスポイント２０４Ｃ、２０４Ｄおよび２０８Ｃの
パラメータを測定することができ、ランクが高い場合にアクセスポイント２０４Ｃから他
のいずれかへのセル再選択を行なうべきかどうか判定するためにセルをランク付けること
ができる。前の例と同様に、（上述のパイロット識別子に少なくとも部分的により識別さ
れる通り）フェムトセルアクセスポイント２０８Ｃがモバイルデバイス２０６Ｄのホーム
フェムトセルに関係する場合、モバイルデバイス２０６Ｄは、（例えば、その値および／
またはヒステリシスを増加させ、他のアクセスポイントのパラメータ値を減少させるため
に追加パラメータオフセットを評価することによって）再選択のためにフェムトセルアク
セスポイント２０８Ｃを支持することができる。１つまたは複数の異種のアクセスポイン
ト２０４Ｄおよび／または２０８Ｃがアクセスポイント２０４Ｃより上位にランク付けさ
れる場合、モバイルデバイス２０６Ｄは、該異種のアクセスポイント２０４Ｄまたは２０
８Ｃと関係する１つまたは複数のセルを再選択することができる。
【００３３】
　ある例において、１つまたは複数の異種のアクセスポイント２０４Ｄおよび／または２
０８Ｃは、いくつかのモバイルデバイスがそれに接続することができず、および／または
アクセスポイント２０４Ｄおよび／または２０８Ｃが、シグナリング、データアクセス、
登録、サービス等の提供に関して特定のモバイルデバイスを制限し得る制限付きアソシエ
ーションを実装することができる。これは、例えば、モバイルデバイスのサービスプロバ
イダおよび制限付きアソシエーションアクセスポイントに少なくとも部分的に基づいても
よい。別の例では、企業所有モバイルデバイスのみにアクセスを制限する企業アクセスポ
イントのように、制限付きアソシエーションアクセスポイントが特定のモバイルデバイス
にかかわってもよい。したがって、制限付きアソシエーションが原因でモバイルデバイス
２０６Ｄが１つまたは複数の異種のアクセスポイント２０４Ｄおよび／または２０８Ｃに
係るセルを再選択することができない場合、接続できるアクセスポイントを見つけるまで
１つまたは複数の他のランクのアクセスポイントとのセル再選択を試みてもよい。モバイ
ルデバイス２０６Ｄが制限付きアソシエーションによりアクセスポイント２０４Ｄおよび
／または２０８Ｃに接続することができない場合、制限の理由を示す制限コードを受信す
ることができる。
【００３４】
　更に、説明されるように、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉはアクセス可能なアク
セスポイントおよび／またはそのグループのリストを維持し得る。ある例において、（マ
クロセルのような）他の種別のアクセスポイントは実質的に任意のモバイルデバイスから
アクセス可能になり得ることから、該リストは（フェムトセルのような）特定種別のアク
セスポイントのみを含み得る。アクセス可能なアクセスポイントおよび／またはグループ
のリストは、例えば上述のような基礎をなす無線ネットワークから情報を取り出すことが
できる、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉと通信する１つまたは複数のアクセスポイ
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ントによって当初は投入され得る。説明されているようにモバイルデバイス２０６Ａ－２
０６Ｉが無線システム２００のカバレージエリアの至るところを移動し、セルを再選択す
る際に、それは、まず、関連するリストに存在するセルであることを確認し得る。ある例
において、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉが、説明される測定に基づいて、１つま
たは複数のフェムトセルアクセスポイント２０８Ａ－２０８Ｃを最上位にランク付けされ
たセルであると判定する場合、それぞれのフェムトセルアクセスポイントがリストに載っ
ていることを確認し得る。該リストに存在しない場合、モバイルデバイス２０６Ａ－２０
６Ｉは、フェムトセルアクセスポイントへのアクセスを試みないことを決定し、最上位の
次にランク付けされたアクセスポイントとの接続を試み、かつ／または異なる周波数によ
り別のアクセスポイントを探すよう試みてもよい。説明されているように、ランキングは
、それぞれのアクセスポイントの範囲内にいる場合、またはそれに接続している場合に該
アクセスポイントを支持するためのオフセットおよび／またはヒステリシス値によって影
響され得る。上述したように、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、無線によって、
または確立している帰路接続によって制限コードを受信することができ、この場合、アク
セスポイントへの接続が拒否される。したがって、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉ
がアクセスポイントに接続することを試みる場合に制限コードを受信し、該アクセスポイ
ントまたは関連グループがリストにおいて識別されるならば、説明されているように、該
アクセスポイントまたは関連グループのアクセスポイントへの将来の接続の試みを防ぐた
めに、該コードに少なくとも部分的に基づいて該リストから該アクセスポイントおよび／
またはグループを削除し得る。アクセスできないセルおよび／またはグループのリストを
維持してもよく、この場合、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、該リストに、制限
付きアソシエーションのセルを追加してもよいことが理解されるべきである。
【００３５】
　図３を参照すると、無線通信環境内での運用のための通信装置３００が示される。通信
装置３００は、基地局もしくはその一部、モバイルデバイスもしくはその一部、または無
線通信環境において送信されたデータを受信する実質的に任意の通信装置であってもよい
。この無線通信装置３００は、無線通信サービスを受信するために１つまたは複数の異な
る通信装置（不図示）に接続確立の要求を送信する接続要求器３０２と、該接続確立の要
求に応じて制限コードを受信し、該制限コードを評価し得る制限コード受信器３０４と、
通信装置３００が通信を確立し得るアクセスポイントまたはアクセスポイントのグループ
のリストを維持し得るアクセスリスト制御器３０６とを含み得る。別の例では、アクセス
リスト制御器３０６は、説明されているように、禁制のアクセスポイントまたはグループ
のリストを維持し得る。
【００３６】
　ある例において、通信装置３００は、無線および／または帰路接続によって１つまたは
複数の周囲のアクセスポイント（不図示）との接続確立を試み得る。アクセスリスト制御
器３０６は、該アクセスポイントと関係する１つまたは複数のアクセスポイント識別子ま
たはグループ識別子を識別し、アクセス可能なアクセスポイントまたはグループのリスト
において、該アクセスポイント識別子および／またはグループ識別子の存在を確認し得る
（または別の例では、禁制のアクセスポイント／グループのリストにおける不存在を確認
し得る）。少なくともこの確認に基づいて、接続要求器３０２は、要求を送信することに
よって、１つまたは複数のアクセスポイントとの接続確立を要求し得る。ある例において
、通信装置３００は、該接続確立要求に応じて拒絶を受信し得る。この拒絶は、様々な理
由に関係し得る。従って、制限コード受信器３０４は、拒絶応答において、拒絶の理由の
識別を可能にする制限コードを受信し得る。制限コードは接続確立を試みるために利用さ
れた無線および／または帰路接続によって受信され得る。例えば、制限は、アクセスポイ
ントとの通信を確立することが未許可の通信装置３００（例えば、アクセスポイントが制
限付きアソシエーションアクセスポイントである）、アクセスポイントにおけるリソース
不足、前記アクセスポイントの状態等に関係し得る。
【００３７】
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　この例において、アクセスリスト制御器３０６は、アクセスポイント、およびアクセス
可能なアクセスポイントおよび／またはグループの維持リストに関して一定の動作を取り
得る。例えば、制限コード受信器３０４が、該コードが制限付きアソシエーションアクセ
スポイントへのアクセスのための、通信装置３００の認証の欠如に関するものであると判
定する場合、アクセスリスト制御器３０６は、アクセス可能なアクセスポイントの維持リ
ストから該アクセスポイントを削除し得る（または禁制のアクセスポイントのリストにそ
れを加える）。これに関連し、通信装置３００は、もはやアクセス可能なアクセスポイン
トのリストに記載されていないために（または禁制のアクセスポイントのリスト内に存在
するために）、続く接続確立要求において該アクセスポイントをスキップし得る。これは
、通信装置のリソースを節約する。別の例では、アクセスリスト制御器３０６は、同一グ
ループ識別子を持つアクセスポイントとの接続確立を接続要求器３０２が試みるのを軽減
するために、維持リストから、アクセスポイントに関連するグループ識別子を削除し得る
（例えばアクセスポイントグループが通信装置３００によってアクセスできない特定のサ
ービスプロバイダと関係する場合）。
【００３８】
　一例によれば、アクセスリスト制御器３０６によって維持されるリストは、特定のアク
セスポイントの種別またはグループのみに関係し得る。例えば、基地局は、通信装置３０
０において識別している適切な基地局が既に存在し、基地局へのアクセスは、実質的にす
べてのデバイスおよび／または機構に提供され得ることからリストにおいて不存在となり
得る。この例において、アクセスリスト制御器３０６は、無線通信サービスのためにアク
セスすることができるフェムトセルのリスト、またはその関連グループ識別子を維持し得
る。例えば、リストは既知の制限付きアソシエーションアクセスポイントのリストであっ
てもよい。アクセスリスト制御器３０６は、接続を要求する前に、リストにおけるアクセ
スポイントの存在の確認のために、接続要求器３０２によって調べられ得る。別の例では
、アクセスリスト制御器３０６は、（例えばそれらがアクセス可能なアクセスポイントの
リストに載っていないことから）測定される必要のないアクセスポイントまたはセルを識
別するためセルパラメータを測定する場合に、通信装置３００の１つまたは複数の異なる
コンポーネントによって調べられ得る。したがって、通信装置３００はこの点に関しても
同様にリソースを節約することができる。いずれにしても、アクセス可能なアクセスポイ
ントのリストを維持し、制限コードを受信した際に該リストを更新することは、アソシエ
ーションが制限されるフェムトセルに通信装置３００が接続しないようにすることができ
、接続確立の試みにより利用されるリソースを節約することができる。
【００３９】
　今、図４を参照すると、制限付きアソシエーションアクセスポイントを識別するために
制限コードを提供できる無線通信システム４００が示される。無線デバイス４０２、アク
セスポイント４０４および／または制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６は
、基地局、フェムトセル、モバイルデバイスまたはそれらの一部でもよい。ある例におい
て、無線デバイス４０２は、逆方向リンクまたはアップリンクチャネルによってアクセス
ポイント４０４および／または制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６に情報
を送信し得る。また無線デバイス４０２は、順方向リンクまたはダウンリンクチャネルに
よってアクセスポイント４０４または制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６
から情報を受信し得る。システム４００はＭＩＭＯシステムでもよい。ある例において、
図示し以下で説明する無線デバイス４０２内のコンポーネントおよび機能性は、アクセス
ポイント４０４および／または制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６の中に
存在してもよく、逆もまた同様である。図示の構成は、説明を簡便にするために、これら
コンポーネントを排除している。
【００４０】
　無線デバイス４０２は、説明されているように、セルパラメータを測定し、無線通信サ
ービスを受信するためにセルを再選択し得るセル再選択器４０８と、この再選択されたセ
ルと関係するアクセスポイントとの接続確立を要求し得る接続要求器４１０と、該接続の
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要求に関する制限コードを受信し得る制限コード受信器３０４と、アクセス可能なアクセ
スポイントおよび／または関連するグループ識別子のリストを維持し、該リストにおいて
、再選択されたセルに対応するアクセスポイントあるいは関連グループ識別子の存在を確
認し得るアクセスリスト制御器４１６と、この再選択されたアクセスポイントとの接続を
確立し得る接続確立器４１６とを含んでいる。ある例において、無線デバイス４０２は、
無線通信サービスを（例えば無線により、または帰路接続により）受信するためにアクセ
スポイント４０４と通信し、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６の範囲に
おいて移動し得る。下記で述べるように、無線デバイス４０２は、制限付きアソシエーシ
ョンアクセスポイント４０６へのセル再選択を開始し得る。
【００４１】
　制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６は、１つまたは複数の無線デバイス
から接続確立の要求を受信し得る接続要求受信器４１８と、前記制限付きアソシエーショ
ンアクセスポイント４０６にアクセスする無線デバイスに関する１つまたは複数の制限を
判定し得る制限評価器４２０と、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６への
アクセスに関して判定された制限を示す制限コードを含んだ、該接続要求に対する応答を
送信し得る接続要求応答器４２２とを具備する。ある例において、この制限コードは、制
限付きアソシエーションアクセスポイント４０６へのアクセスが未許可である無線デバイ
スに関し得る。別の例では、制限評価器４２０は、シグナリング、データアクセス、登録
、無線デバイス４０２へのサービス適用の提供に関する制限かどうか判定し得る。例えば
、制限コードは、上記制限を伝えることができ、無線デバイス４０２が次の動作を行なう
際に該情報を利用することができる。
【００４２】
　一例によれば、説明されているように、無線デバイス４０２は無線通信システムに参加
し、該システムの周囲を移動してアクセスポイント４０４および／または制限付きアソシ
エーションアクセスポイント４０６のような１つまたは複数の異種のアクセスポイントか
ら無線サービスアクセスを受信することができる。説明されるように、アクセスポイント
は、１つまたは複数のマクロセルを実装する基地局のような広範のエリアカバレージ、お
よび／または、住宅、オフィスビル、会場などに設定されたフェムトセルのような、より
局所的な特定のカバレッジを提供することができる。説明されているように、無線デバイ
ス４０２は、現在のアクセスポイント４０４の範囲から出て制限付きアソシエーションア
クセスポイント４０６のような新規のアクセスポイントの範囲に入ると、アクセスポイン
ト間のセルを再選択を行い得る。これは、アクセスポイント４０４および４０６に関する
パラメータの評価により判定することができ、この判定は（例えば信号強度のみならず）
複数のパラメータに基づくことができる。これに関連し、無線デバイス４０２は、無線ネ
ットワーク全体を移動する際のシームレスな通信をサポートする。
【００４３】
　一例によれば、無線デバイス４０２は無線通信サービスを受信するためにアクセスポイ
ント４０４と通信することができる。説明されているように、無線デバイス４０２は移動
することができ、セル再選択器４０８は、無線通信サービスを継続するためにセル再選択
がいつ適切かを判定するために周囲セルを評価することができる。これは、例えば、信号
品質が良いアクセスポイントの範囲内で無線デバイス４０２が移動し、その間に接続して
いるアクセスポイント４０４から離れ、信号品質が低下する場合に起こり得る。これに関
連し、セル再選択器４０８は周囲セルパラメータを測定し、該パラメータに従ってセルを
ランク付けすることができる。ある例において、ランク付けリストの最上位から現在のア
クセスポイント４０４が下落する場合、無線デバイス４０２は、最上位にランク付けされ
たアクセスポイントへのセル再選択を始めることができる。
【００４４】
　セル再選択器４０８は、信号品質、スループット等のみならず、アクセスポイントによ
って提供されるサービス、（望ましい課金、速度等を提供している）ホームアクセスポイ
ントとしてのアクセスポイントの識別等のようなメトリックに基づいてアクセスポイント
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をランク付けし得る。ある例において、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０
６と関係するセルが、アクセスポイント４０４と関係する現在のセルに勝ることがあり得
る。アクセスリスト制御器４１４によって維持される、アクセス可能なアクセスポイント
および／またはグループのリストにおいて、制限付きアソシエーションアクセスポイント
４０６、または関連するグループ識別子が記載されるかどうか判定するためのレバレッジ
がアクセスリスト制御器４１４に導入され得る。ある例において、リストにおけるアクセ
スポイント４０６の確認は、アクセスポイントの種別に基づくことができる。例えば、基
地局はアクセスが制限されないので確認される必要はないが、制限付きアソシエーション
アクセスポイント４０６は、リストにおける存在が確認され得る。制限付きアソシエーシ
ョンアクセスポイント４０６がリスト中に存在しない場合、無線デバイス４０２はセル再
選択のためのランク付けリストにおける次のアクセスポイントを評価し得る。ある例にお
いて、次点にランク付けされたアクセスポイントは、無線デバイス４０２がセル再選択を
止めるように、現在のアクセスポイント４０４であってもよい。
【００４５】
　しかしながら、アクセスリスト制御器４１４によって維持されるリストに制限付きアソ
シエーションアクセスポイント４０６または関連グループ識別子が載っている場合、接続
要求器４１０は、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６との接続確立を要求
し得る。接続要求受信器４１８は、この接続確立の要求を受信し、該要求を許可するかど
うか判定し得る。制限評価器４２０は、無線デバイス４０２との通信に関して制限が存在
するかどうかを判定し得る。制限は、無線デバイス４０２のアクセスプロバイダ、無線デ
バイス４０２によりサポートされる１つまたは複数のプロトコル、媒体アクセス制御（Ｍ
ＡＣ）アドレスまたは他の無線デバイス４０２識別子、および／または無線デバイス４０
２に関する実質的に任意の通信パラメータに少なくとも部分的に基づいて判定し得る。ま
た、制限を制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６による明示的な明細事項に
少なくとも部分的に基づいて判定し得る。例えば、アクセスポイント４０６のオペレータ
ーは、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６からアクセスを受ける、または
制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６へのアクセスが拒否される１つまたは
複数のモバイルデバイスを識別し得る。制限が存在しない場合、接続要求応答器４２２は
付加的なパラメータ（例えば十分なリソースなど）に基づいて接続確立器４１６に接続確
立の成功を示し、接続確立を完了し得る。
【００４６】
　一方、制限が存在し、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６が無線デバイ
ス４０２との接続確立には適さない場合、制限評価器４２０は、説明されているように、
該制限の理由に関係する制限コードを判定し得る。接続要求応答器４２２は、続いて、接
続確立要求の応答に制限コードを含める。制限コード受信器４１２は、該応答から制限コ
ードを判定し得る。これは、接続確立を要求するために利用された無線および／または帰
路接続によって受信され得る。例えば制限コード受信器は、シグナリング、データアクセ
ス、登録および／または無線デバイス４０２へのサービスの提供に関係する制限を判定し
得る。無線デバイス４０２は制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６との接続
確立が未許可であることを制限コードが示す場合、アクセスリスト制御器４１４はリスト
から、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６および／または関連グループ識
別子を削除し得る。したがって、無線デバイス４０２は、続くセル再選択の試みにおいて
制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６および／または関連グループに関係す
る同様のアクセスポイントをスキップし得る。これは、接続確立の試みの失敗を緩和する
ことによる無線デバイス４０２のリソースの節約になる。いくつかの制限コードによれば
、アクセスポイント４０６またはグループ識別子がアクセスリスト制御器によって維持さ
れるリストから結果として削除されないことが理解されるべきである。例えば、制限コー
ドが、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６が無線デバイス４０２を処理す
るためのリソースを一時的に欠いていることを示す場合である。しかしながら、ある例に
おいて、上記コードの受信によって、アクセスポイントがリストから時限付きで削除され
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ることになる。例えば、一定期間の後、アクセス拒否が一時的であることを理由に、アク
セスリスト制御器４１４によってアクセスポイントがリストに再度加えられ得る。一例に
よれば、アクセスリスト制御器４１４によって維持されるリストは、現在のアクセスポイ
ントおよび／または無線通信システムの１つまたは複数のコンポーネントによって更新さ
れ得る。
【００４７】
　図５－図７を参照すると、セル再選択および接続確立の試みを拒絶する際の制限コード
の利用に関する方法が示される。説明の簡単化のために、方法を一連のアクトとして示す
が、該方法はアクトの数または順序で限定的ではなく、いくつかのアクトが、一つまたは
複数の実施形態に従い、ここで示され説明される他のアクトとは異なる順序で生じ、およ
び（または）同時に生じてもよいことが理解され、了解されるであろう例えば当業者であ
れば、方法は、状態遷移図でのように相互に関係する一連の状態またイベントとして代替
的に表わすことができるかもしれないことを理解し認識するであろう。また、１つまたは
複数の実施形態に従って方法を実装するために、示されるアクトのすべてが必ずしも必要
であるとは限らない。
【００４８】
　図５を参照すると、無線通信におけるセル再選択を促進する方法５００が示される。５
０２では、関連する１つまたは複数のパラメータを判定するために周囲セルを測定する。
説明されているように、該パラメータは、信号強度、スループットなどの通信メトリクス
および／またはアクセスポイント識別子、グループ識別子、提供されたサービス、関連す
るアクセスプロバイダなどのような１つまたは複数のさらなる事項に関係し得る。また、
パラメータは、エンハンスト課金態様、追加サービスまたは速度、および／または同種の
ものを提供するホームアクセスポイントによって提供されるセルに関係し得る。またパラ
メータは、（例えばホームアクセスポイントのような）望ましいアクセスポイントの対価
を増加させ、および／または他のアクセスポイントの対価を減少させるオフセットまたは
ヒステリシスに関係し得る。５０４では、決定されたパラメータに従って周囲セルをラン
ク付けし得る。このランキングは、無線通信サービスを受信する望ましいセルの順序を示
すことができる。
【００４９】
　５０６では、最上位にランク付けされたセルは現在利用されているかものかどうか判定
され得る。上記判定は最適なアクセスポイントとの接続を確認するために利用され得る。
最上位にランク付けされたセルは無線通信を受信するために現在利用されているセルであ
る場合、方法は周囲セルを再度測定するステップ５０２に戻る。ある例において、これは
、セル測定でネットワークをあふれさせることのないように、また絶えずセルを測定する
ことによりリソースを費やすことのないように、タイマーに基づくことができる。最上位
にランク付けされたセルが現在利用されているセルでない場合、５０８では、本明細書で
説明するように、最上位にランク付けされたセルを再選択するためのセル再選択が行われ
得る。ある例において、ひとたび再選択が完了すると、方法は、周囲セルを測定し続ける
ステップ５０２に進み得ることが理解されるべきである。説明されているように、アクセ
スポイントは、基地局、フェムトセル、および／または同種のものであり得る。
【００５０】
　図６を参照すると、無線通信ネットワークにおいて１つまたは複数のアクセスポイント
との接続確立を試みる方法６００が示される。６０２では、アクセスポイントおよび／ま
たはそれに関連するグループの識別子を受信し得る。説明されているように、該識別子は
、例えば、セル再選択におけるセル測定処理中に受信され得る。あるいは、識別子はアク
セスポイントを評価することにより受信され得る。本明細書で説明するように、６０４で
は、該識別子がアクセス可能なアクセスポイントまたはグループのリストに載っているか
どうか判定され得る。したがって、ある例において、アクセスポイントはグループに属す
ることができる。また、このグループは共通のアクセスプロバイダ等に関係し得る。アク
セスポイントまたはグループがリストに載っているかどうか判定することによって、そこ
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へのアクセスが未許可である制限付きアソシエーションアクセスポイントおよび／または
上記アクセスポイントの関連グループへのセル再選択の試みの防止によりリソースを節約
することができる。
【００５１】
　６０６では、該リストにおける該識別子の存在に少なくとも部分的に基づいてアクセス
ポイントに接続が要求され得る。あるいは、説明されているように、禁制のアクセスポイ
ントおよび／またはグループのリストが維持され得る。この場合、該リストにおける識別
子の不存在に基づいてアクセスを要求することができることが理解されるべきである。ま
た、アクセスポイントには個別識別子とグループ識別子とがありえる。一方または他方あ
るいは両方の識別子がリストに存在し得ること、また、いずれの識別子もリストに存在し
ない場合があり得ることが理解されるべきである。６０８では、該接続の要求に応じて該
アクセスポイントから制限コードが受信され得る。例えば、アクセスポイントは拒絶の理
由を示す制限コードを指定して接続要求を拒否し得る。例えば、制限コード値に少なくと
も部分的に基づいて続く動作を取り得る。
【００５２】
　図７を参照すると、無線通信ネットワークにおいて１つまたは複数のアクセスポイント
との接続確立を試みる方法７００が示される。７０２では、アクセスポイントおよび／ま
たは関連するアクセスポイントグループが識別される。これは、例えば、受信あるいは判
定された識別子に少なくとも部分的に基づき得る。７０４では、アクセスポイントとの接
続確立が要求され得る。これは、本明細書で説明されるセル再選択処理の一部として行わ
れ得る。７０６では、該接続確立要求に対する拒絶が受信され得る。該拒絶は、上述した
ように、制限コードを具備し得る。７０８では、アクセスポイントまたはグループと関係
する識別子を、アクセス可能なアクセスポイントおよび／またはグループの維持リストか
ら削除し得る。例えば、接続確立は、まずリストにおける識別子の存在に基づいて要求さ
れたものであり得る。したがって、リストから識別子を削除することにより、同一グルー
プ識別子を持つアクセスポイントまたは他のアクセスポイントとのさらなる接続確立要求
を防ぐことができる。
【００５３】
　本明細書で説明された１つまたは複数の態様に従って、説明されるように、パラメータ
の測定、該パラメータ（および／または付加的なパラメータ）に従ってセルをランク付け
ること、（再選択をいつ行なうべきか等の）実際の再選択の態様のような、セル再選択の
多くの態様に関して推論を行うことができることを理解されたい。本明細書で使用するよ
うに、「推論する」または「推論」という用語は普通、イベントおよび／またはデータを
介して捕捉された一式の観察からシステム、環境および／またはユーザの状態を推測また
は推論するプロセスのことを言う。推論は、例えば、特定の内容または動作を識別するた
めに利用することができる、または状態にわたる確率分布を生成することができる。推論
は確率的なもの、すなわち、データおよびイベントの検討に基づく当該状態にわたる確率
分布の演算であってもよい。推論はまた、一式のイベントおよび／またはデータからより
高レベルのイベントを構成するために利用される技法のことであると言うこともできる。
このような推論は、イベントが一時的近接で相関しているかどうか、ならびにイベントお
よびデータが１つまたはいくつかのイベントおよびデータソースから来ているかどうかに
関わらず、一式の観察されたイベントおよび／または記憶されたイベントデータからの新
規イベントまたは動作の構築につながる。ある例において、測定中にセルのパラメータを
判定する際に、１つまたは複数のモバイルデバイスからさらなる情報を受信することに少
なくとも部分的に基づいて、推論が付加的になされ得る。
【００５４】
　図８は、セル再選択のためにアクセスポイントを判定するための接続確立の試みにおい
て受信された制限コードの利用を促進するモバイルデバイス８００の図である。モバイル
デバイス８００は、例えば受信アンテナ（不図示）から信号を受信し、受信信号に対して
（例えば、フィルターし、増幅し、ダウンコンバートするなどの）典型的な動作を行ない
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、および、該調整された信号をデジタル化してサンプルを得る受信機８０２を具備する。
受信機８０２は、受信シンボルを復調し、チャネル推定のためにプロセッサ８０６にそれ
らを提供し得る復調器８０４を具備することができる。プロセッサ８０６は、受信機８０
２によって受信された情報を分析し、および／または送信機８１６による送信のための情
報を生成するプロセッサ、モバイルデバイス８００の１つまたは複数のコンポーネントを
制御するプロセッサ、および／または受信機８０２によって受信された情報を分析し、送
信機８１６による送信のための情報を生成し、モバイルデバイス８００の１つまたは複数
のコンポーネントを制御するプロセッサであり得る。
【００５５】
　モバイルデバイス８００はさらに、動作可能なようにプロセッサ８０６に結合され、送
信されるデータ、受信されたたデータ、利用可能チャネルに関する情報、分析された信号
および／または干渉強度に関するデータ、割り当てられたチャネル電力、レートなどに関
する情報、チャネルを推定し、該チャネルを通じて通信するための任意の他の適合する情
報を記憶し得るメモリ８０８を具備し得る。メモリ８０８はさらに、チャネルを推定し、
かつ／または（例えば性能ベース、容量ベースなどで）チャネルを利用することに関連付
けられるプロトコルおよび／またはアルゴリズムを記憶することができる。
【００５６】
　本明細書で説明されたデータ記憶（例：メモリ８０８）は、揮発性メモリまたは不揮発
性メモリのいずれかであってもよく、揮発性メモリおよび不揮発性メモリの両方を含んで
もよいことが理解されるであろう。限定ではなく例として、不揮発性メモリは、読み取り
専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的にプログラム可能な
ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）またはフラッシュ
メモリを含んでもよい。揮発性メモリはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含み、外部
キャッシュメモリとして働く。限定ではなく例として、ＲＡＭは、シンクロナスＲＡＭ（
ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、
ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、エンハンストＳＤＲＡＭ（ＥＳ
ＤＲＡＭ）、Ｓｙｎｃｈｌｉｎｋ　ＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）およびダイレクトＲａｍｂ
ｕｓＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）のような様々な形式が利用可能である。本主題のシステムおよ
び方法におけるメモリ８０８は、これらおよび他の任意の適合する種類のメモリを含むこ
とが意図されるが、これらには限定されない。
【００５７】
　プロセッサ８０６は、さらに、アクセス可能なアクセスポイントのリストを維持し得る
アクセスリスト制御器８１０と動作可能なように連結され得る。説明されているように、
リストは、制限付きアソシエーションアクセスポイントおよび／またはそれに関連するグ
ループの識別子を具備し得る。これに関連し、ある例において、制限付きアソシエーショ
ン種別でないアクセスポイントは、該リストに投入される必要はない。さらに、アクセス
リスト制御器８１０は、制限付きアソシエーションアクセスポイントへのアクセスを要求
する際に調べられ得る。これは、モバイルデバイス８００が、該モバイルデバイス８００
に関してアソシエーションが制限されるアクセスポイントとの接続確立を要求するリソー
スを消費しないことを確かにすることができる。また、プロセッサ８０６および／または
受信機８０２は、１つまたは複数のアクセスポイントとの接続確立の要求に応じて制限コ
ードを得ることのできる制限コード受信器８１２と動作可能なように結合され得る。
【００５８】
該コードに少なくとも部分的に基づいて、アクセスリスト制御器８１０は、そのリストか
ら、アクセスポイントおよび／または関連グループ識別子を削除し得る。これは、識別子
がリストに不存在である限り、モバイルデバイス８００がアクセスポイントあるいは同一
グループにおけるそれらとの通信確立を要求することを防ぐことができる。リストからの
削除は、該制限コードに少なくとも部分的に基づき得る。例えば、アクセスポイントとの
接続確立のための認証の一時的な欠如を示す制限コードの場合があり得る。さらにまた、
モバイルデバイス８００は、信号を変調し、例えば基地局や別のモバイルデバイスに送信
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する変調器８１４および送信機８１６を具備する。更に、プロセッサ８０６とは別個のも
のとして示されているが、アクセスリスト制御器８１０、制限コード受信器８１２、復調
器８０４、および／または変調器８１４をプロセッサ８０６または複数のプロセッサ（不
図示）の一部のものとしてもよいことが理解されるべきである。
【００５９】
　図９は、無線通信接続確立要求における制限付きアソシエーション識別子の指定を促進
するシステム９００の図である。システム９００は、複数の受信アンテナ９０６によって
１つまたは複数のモバイルデバイス９０４から信号を受信する受信機９１０と、送信アン
テナ９０８によって１つまたは複数のモバイルデバイス９０４に送信をする送信機９２４
とを備えた基地局９０２（例えばアクセスポイント、フェムトセル、…）を具備する。受
信機９１０は、受信アンテナ９０６から情報を受信することができ、受信情報を復調する
復調器９１２と動作可能なように関連付られる。復調されたシンボルは、図８に関して上
述したプロセッサと同様のものとすることができるプロセッサ９１４によって分析され、
メモリ９１６に結合される。メモリ９１６は、信号（例えばパイロット）の強度および／
または干渉の強度、モバイルデバイス９０４（あるいは異種の基地局（不図示））に送信
し、またはそこから受信したデータ、および／または本明細書で述べられた種々の動作お
よび機能の実行に関係する任意の他の適合する情報の評価に関する情報を記憶する。プロ
セッサ９１４は、さらに、モバイルデバイス９０４によるアクセスに関する１つまたは複
数の制限を判定し得る制限評価器９１８と、該判定された制限に基づいて制限コードを判
定し得る制限コード指定器９２０とに結合される。
【００６０】
　一例によれば、基地局９０２は、１以上のモバイルデバイス９０４から接続要求を受信
し得る。制限評価器９１８は、基地局９０２に接続するモバイルデバイス９０４に関る１
つまたは複数の制限を判定し得る。例えば説明されているように、基地局９０２は、制限
付きアソシエーションを持ち得、特定のモバイルデバイスは、基地局９０２へのアクセス
が許可されるか、拒否される。例えば、これに関連し、制限評価器９１８は上記拒否を判
定し得る。制限コード指定器９２０は、該判定された拒否に関する制限コードを生成し得
る。続いて、制限コードは、拒否の理由を示すためにモバイルデバイス９０４に送信され
得る。これは、ここで説明したように、モバイルデバイス９０４が制限コードに応じてさ
らなる動作を取ることを可能にする。一例によれば、制限評価器９１８は、データベース
または類似データストア（不図示）に問い合わせることにより、拒否および／または制限
コードを判定し得る。例えば、この問合わせは一般的なものであってもよく、モバイルデ
バイス９０４に特に関連付けられたものであってもよい。更に、プロセッサ９１４とは別
個のものとして示されているが、制限評価器９１８、制限コード指定器９２０、復調器９
１２、および／または変調器９２２をプロセッサ９１４または複数のプロセッサ（不図示
）の一部のものとしてもよいことが理解されるべきである。
【００６１】
　図１０は、無線通信システム例１０００のブロック図を示す。無線通信システム１００
０は、簡潔さの目的のため、１台の基地局１０１０と１台のモバイルデバイス１０５０を
表現している。しかしながら、システム１０００が２以上の基地局および／または２以上
のモバイルデバイスを含むことができ、追加の基地局および／またはモバイルデバイスが
下記に述べられた基地局例１０１０およびモバイルデバイス１０５０と実質的に同様であ
ってもよくまたは相違してもよいことが理解されるべきである。また、本明細書で説明さ
れた基地局１０１０および／またはモバイルデバイス１０５０が、それらの間の無線通信
を促進するためにシステム（図１－図４および図８－図９）および／または方法（図５－
図７）を用いることができることが理解されるべきである。
【００６２】
　基地局１０１では、幾つかのデータストリームがデータソース１０１２から送信（ＴＸ
）データプロセッサ１０１４に提供される。一つの例によれば、各データストリームは、
それぞれのアンテナによって送信することができる。ＴＸデータプロセッサ１０１４は、



(21) JP 5415439 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

符号化データを提供するために当該データストリームについて選択された特定の符号化ス
キームに基づいて、該トラフィックデータストリームをフォーマットし、符号化し、およ
びインタリーブする。
【００６３】
　各データストリームの符号化データは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）技術を用いて
パイロットデータに多重化されてもよい。それに加えて、またはそれとは別に、パイロッ
トシンボルを周波数分割多重化（ＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）または符号分割多重
化（ＣＤＭ）することができる。パイロットデータは、典型的に、既知の方法で処理され
チャネル応答を推定するためにモバイルデバイス１０５０で用いられる既知データパター
ンである。その後、各データストリームに関して多重パイロットおよび符号化データは、
変調シンボルを提供するためにそのデータストリームに選ばれた、特定の変調スキーム（
例えば二進移相変調（ＢＰＳＫ）、４位相偏移変調（ＱＰＳＫ）、複数の位相偏移キーイ
ング（Ｍ－ＰＳＫ）またはＭ－順序直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）など）に基づいて、変調
され得る（例えばマッピングされたシンボル）。各データストリームのデータレート、符
号化、および変調は、プロセッサ１０３０により実行され、または提供される命令によっ
て決定され得る。
【００６４】
　該データストリームの変調シンボルは、（例えばＯＦＤＭの）該変調シンボルをさらに
処理することのできるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０に提供され得る。その後、ＴＸ
　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０は、ＮＴ個の変調シンボルストリームをＮＴ個の送信機（
ＴＭＴＲ）１０２２ａ乃至１０２２ｔに提供する。種々の実施形態では、ＴＸ　ＭＩＭＯ
プロセッサ１０２０は、データストリームのシンボル、および該シンボルが送信されてい
るアンテナにビームフォーミング・ウェイトを適用する。
【００６５】
　各送信機１０２２は、１つまたは複数のアナログ信号を提供するためにそれぞれのシン
ボルストリームを受信して処理し、さらに該アナログ信号を整えて（例えば、増幅し、フ
ィルターし、アップコンバートし）、ＭＩＭＯチャネルによる送信に適した変調信号を提
供する。さらに、送信機１０２２ａ乃至１０２２ｔからのＮＴ個の変調信号は、それぞれ
、ＮＴ本のアンテナ１０２４ａ乃至１０２４ｔから送信される。
【００６６】
　モバイルデバイス１０５０では、この送信された変調信号がＮＲ本のアンテナ１０５２
ａ乃至１０５２ｒによって受信される。また、各アンテナ１０５２からの該受信信号は、
それぞれ受信機（ＲＣＶＲ）１０５４ａ乃至１０５４ｒに提供される。各受信機１０５４
は、それぞれの受信信号を整え（例えばフィルターし、増幅し、ダウンコンバートし）、
該整えられた信号をデジタル化してサンプルを提供し、さらに該サンプルを処理して対応
する「受信」シンボルストリームを提供する。
【００６７】
　ＲＸデータプロセッサ１０６０は、特定の受信機処理技術に基づいたＮＲ個の受信機１
０５４からＮＲ個の受信シンボルストリームを受信して処理し、ＮＴ個の「検出」シンボ
ルストリームを提供する。ＲＸデータプロセッサ１０６０は、データストリームのトラフ
ィックデータを回復するために、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブ
し、復号することができる。ＲＸデータプロセッサ１０６０による処理は、基地局１０１
０のＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０およびＴＸデータプロセッサ１０１４によって実
行されるものと相補的である。
【００６８】
　上述したように、プロセッサ１０７０は、どのプリコーディング行列を利用するかを定
期的に判定することができる。またプロセッサ１０７０は、行列インデックス部およびラ
ンク値部を含む逆方向リンクメッセージを策定することができる。
【００６９】
　この逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび／または受信データストリームに関
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する各種の情報を含んでもよい。逆方向リンクメッセージは、データソース１０３６から
の幾つかのデータストリームのトラフィックデータを受信するＴＸデータプロセッサ１０
３８によって処理し、変調器１０８０によって変調し、送信機１０５４ａ乃至１０５４ｒ
により整えて基地局１０１０に送り戻すことができる。
【００７０】
　基地局１０１０では、モバイルデバイス１０５０からの変調信号がアンテナ１０２４に
よって受信され、受信機１０２２によって整えられ、復調器１０４０によって復調され、
ＲＸデータプロセッサ１０４２によって処理され、モバイルデバイス１０５０により送信
された逆方向リンクメッセージが得られる。さらに、プロセッサ１０３０は、該得られた
メッセージを処理することができ、ビームフォーミングウェイトを決定するためにどのプ
リコーディング行列を用いるかを決定する。
【００７１】
　プロセッサ１０３０および１０７０は、それぞれ、基地局１０１０およびモバイルデバ
イス１０５０での動作を指示する（例えば、制御し、調整し、管理するなど）ことができ
る。プロセッサ１０３０および１０７０それぞれは、プログラムコードおよびデータを記
憶するメモリ１０３２および１０７２に関連付けることができる。プロセッサ１０３０お
よび１０７０は、それぞれ、アップリンクおよびダウンリンクの周波数およびインパルス
応答推定を得るための計算を行なうことができる。
【００７２】
　ここに説明された実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドル
ウェア、マイクロコードまたは任意のそれらの組み合わせによって実装することが理解さ
れる。ハードウェア実装について、この技術を実施するため用いられる処理ユニットは、
１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）、ディジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬ
Ｄ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ
、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子機器、ここに説明された機能を実行
するように設計された他の電子ユニット、コンピュータ、またはそれらの組み合わせの範
囲内で実装されてもよい。
【００７３】
実施形態がソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアまたはマイクロコード、プログ
ラムコードまたはコードセグメントで実装される場合、それらをストレージコンポーネン
トのような機械可読媒体に格納することができる。コードセグメントはプロシージャ、関
数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェア
パッケージ、クラス、または命令、データ構造、もしくはプログラム文の任意の組合せを
表わすことができる。コードセグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、あるいは
メモリコンテンツを渡し、かつまたは受け取ることにより、別のコードセグメントまたは
ハードウェア回路に結合することができる。情報、引数、パラメータ、データ等は、メモ
リ共有、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク送信などを含む何ら
かの適切な手段を用いて渡し、フォワードし、または送信してもよい。
【００７４】
　ソフトウェア実装については、ここに説明された技術は、ここに説明された機能を実行
するモジュール（例えばプロシージャ、関数など）に実装することができる。ソフトウェ
アコードは記憶装置に格納し、プロセッサによって実行することができる。記憶装置はプ
ロセッサ内に実装してもよいし、プロセッサ外部のものとしてもよい。その場合には、当
該技術分野において知られる種々の手段によりプロセッサに対して通信可能に結合しても
よい。
【００７５】
　図１１を参照すると、１つまたは複数の制限付きアソシエーションアクセスポイントと
の接続を試みる際に制限コードを受信するシステム１１００が示される。システム１１０
０は、例えば、基地局、フェムトセル、モバイルデバイスなどの内部に存在することがで
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きる。図示のように、システム１１００は、プロセッサ、ソフトウェアまたはそれらの組
み合わせ（例えばファームウェア）によって実装される機能を表わし得る機能ブロックを
含んでいる。システム１１００は、連動する電気部品の論理グルーピング１１０２を含ん
でいる。論理グルーピング１１０２は、制限付きアソシエーションアクセスポイントと関
係するグループ識別子がアクセス可能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中
に存在することを判定するための手段１１０４を含むことができる。説明されているよう
に、アクセス可能なアクセスポイントおよび／またはグループのリストは、通信を確立す
る際のリソース節約のために維持され得る。アクセスポイントおよび／または関連グルー
プがリスト中にない場合、アクセスポイントまたはその関連グループは不適であることか
ら、接続確立要求を回避することができる。さらに、論理グルーピング１１０２は、該判
定１１０６に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイント
との接続確立を要求するための手段１１０６を含み得る。したがって、識別子またはグル
ープ識別子がリストに載っている場合、アクセスポイントからの接続確立が要求され得る
。さらに、論理グルーピング１１０２は、該接続確立要求に応じて、制限付きアソシエー
ションアクセスポイントとの接続確立は制限されることを示す制限コードを受信するため
の手段１１０８を含むことができる。したがって、ある例において、制限コードに基づき
、続く接続確立要求は説明されているように、既定となり得る。さらに、システム１１０
０は、電気部品１１０４、１１０６および１１０８に関連付けられた機能を実行するため
の命令を保存するメモリ１１１０を含むことができる。メモリ１１１０の外側にあるもの
として示したが、一つまたは複数の電気部品１１０４、１１０６および１１０８がメモリ
１１１０内に存在してもよいことを了解されたい。
【００７６】
　以上説明した事項は、一または複数の実施形態の例を含んでいる。当然ながら、前述の
実施形態を説明する目的のために、コンポーネントまたはメソドロジの考えられる組合せ
をすべて説明することはできない。しかし、当業者であれば、多くのさらなる組合せおよ
び種々の実施形態の置換が可能であることを認識することができる。従って、説明された
実施形態は、添付の特許請求の精神および範囲に含まれる変更、修正および変形のすべて
を包含することが意図される。さらに、用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」が詳細な説明ま
たはクレームのいずれかで用いられる限りにおいて、この用語は、クレームで遷移語とし
て使用され、「具備する（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」が解釈される場合の用語「具備する
」と同様に、包括的であることが意図されている。また、説明された態様および／または
実施形態の要素は、単数で説明されクレームされ得るが、単数への限定が明示的に記載さ
れない限り、複数であることが意図される。さらに、任意の態様および／または実施形態
の全てまたは一部は、別段の断りがない限り、任意の他の態様および／または実施形態の
全てまたは一部とともに用いられ得る。
【００７７】
　本明細書に開示された実施形態に関して説明された様々な例示的なロジック、論理ブロ
ック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラム可能なゲートアレイ信号（
ＦＰＧＡ）またはその他のプログラム可能な論理素子、離散ゲートもしくはトランジスタ
論理、離散的ハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明される機能を実行す
るように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセ
ッサはマイクロプロセッサであってよいが、代替案では、プロセッサは任意の通常のプロ
セッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であってもよい。プロセ
ッサは、コンピューティング装置の組合せ（例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合
せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと共に１つまたは複数のマイクロプロセッサ
、または任意の別のそのような構成）として実装されてもよい。さらに、少なくとも１つ
のプロセッサは、上記で説明された１つまたは複数のステップおよび／またはアクション
を行うように動作可能な１つまたは複数のモジュールを含んでもよい。
【００７８】
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　さらに、本明細書で開示される態様に関して説明される方法またはアルゴリズムのステ
ップおよび／またはアクションは、ハードウェアの形で直接的に、プロセッサによって実
行されるソフトウェアモジュールの形で、またはそれら２つの組合せの形で実施されても
よい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、Ｅ
ＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、着脱可能ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野において知られている任意のその他の形式の記憶媒体の
中に存在し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶
媒体に情報を書き込むことが可能であるようにプロセッサに結合され得る。代替案では、
記憶媒体はプロセッサに統合されてもよい。さらに、態様によっては、プロセッサおよび
記憶媒体はＡＳＩＣ内に存在してもよい。またＡＳＩＣはユーザ端末内に存在してもよい
。代替案では、プロセッサおよび記憶媒体はユーザ端末における個別部品として存在して
もよい。さらに、いくつかの態様において、方法またはアルゴリズムのステップおよび／
またはアクションは、１つまたは任意の組合せとして、またはコンピュータ・プログラム
プロダクトに組入れられ得る機械可読媒体および／またはコンピュータ可読媒体上のコー
ドおよび／または命令のセットとして存在してもよい。
【００７９】
　１つまたは複数の態様において、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェアあるいはそれらの任意の組み合わせで実装してもよい。ソフトウェアの形で
実施される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒
体上に記憶され送信されることが可能である。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記
憶媒体およびある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするあら
ゆる媒体を含む通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータがアクセスできる任意
の利用可能な媒体とすることができる。限定としてではなく、例として、上記コンピュー
タ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスク記
憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶装置、または所望のプログラムコー
ドを命令またはデータ構造の形式で運ぶためまたは記憶するために使用されることが可能
であり、かつコンピュータがアクセスできる任意の他の媒体を含んでもよい。また、任意
の接続がコンピュータ可読媒体であってもよい。例えば、ソフトウェアが同軸ケーブル、
光ファイバケーブル、より対線、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、お
よびマイクロ波などの無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他の遠隔
ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、ＤＳＬ、ま
たは赤外線、無線、およびマイクロ波などの無線技術は媒体の定義に含まれる。本明細書
で使用される場合、ディスクおよびディスク（Ｄｉｓｋ　ａｎｄ　ｄｉｓｃ）は、コンパ
クトディスク（ＣＤ）、レーザディスク、光ディスク、デジタル多目的ディスク（ＤＶＤ
）、フロッピーディスク（フロッピーは登録商標）およびブルーレイディスクを含み、ｄ
ｉｓｋは通常、磁気によってデータを複製し、一方、ｄｉｓｃは通常、レーザを用いて光
学的にデータを複製する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべき
である。
　以下に、本出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　無線通信ネットワークにおける接続確立の方法であって、
　制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可
能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中に存在することを判定することと、
　該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイントと
の接続確立を要求することと、
　該要求された接続の確立に前記グループ識別子が適さないことを示す制限コードを含む
、該接続確立要求に対する拒絶を受信することとを具備する方法。
［２］
　前記拒絶に少なくとも部分的に基づいて、前記アクセス可能なアクセスポイントグルー
プ識別子の維持リストから、前記グループ識別子を削除することさらに具備する［１］の
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方法。
［３］
　前記リストからグループ識別子を削除することは、さらに、制限コードに少なくとも部
分的に基づく［２］の方法。
［４］
　前記接続確立の要求は無線により行われ、前記拒絶は前記制限付きアソシエーションア
クセスポイントから無線により受信される［１］の方法。
［５］
　前記接続確立の要求は前記制限付きアソシエーションアクセスポイントとの帰路接続に
より行われ、前記拒絶は前記帰路接続により受信される［１］の方法。
［６］
　異なるアクセスポイントからのセル再選択に参加することをさらに具備し、接続確立の
要求が該セル再選択中に行われる［１］の方法。
［７］
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子はテキスト
ベースである［１］の方法。
［８］
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントは、シグナリング、データアクセス、
登録、および／またはサービスの提供が前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて制
限される［１］の方法。
［９］
　前記接続確立を要求することは、前記要求に認証情報を含めることを具備する［１］の
方法。
［１０］
　制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可
能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中に存在することを確認し、
　前記維持リストにおける前記グループ識別子の存在に少なくとも部分的に基づいて、前
記制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求し、
　前記グループ識別子が接続確立に適さないことを示す、前記接続確立の要求に応じた制
限コードを受信するように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、を具備する無線通信装置。［
１１］
　無線通信において１つまたは複数のアクセスポイントとの接続確立を促進する無線通信
装置であって、
　制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可
能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中に存在することを判定するための手
段と、
　該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイントと
の接続確立を要求するための手段と、
　該接続確立要求に応じて、制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立は
制限されることを示す制限コードを受信するための手段と、を具備する装置。
［１２］
　少なくとも１つのコンピュータに、制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係
するグループ識別子が、アクセス可能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中
に存在することを判定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付
きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、該要求された接続の確立に前記グループ識別子
が適さないことを示す制限コードを含む、該接続確立要求に対する拒絶を受信させるため
のコードと、を具備するコンピュータ可読媒体を具備するコンピュータプログラム製品。
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［１３］
　アクセス可能なアクセスポイントグループ識別子のリストを維持し、制限付きアソシエ
ーションアクセスポイントと関係するグループ識別子が、該リストの中に存在することを
判定するアクセスリスト制御器と、
　前記アクセスリスト制御器による判定に少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きア
ソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求する接続要求器と、
　前記グループ識別子が接続確立に適さないことを示す、前記接続確立の要求に応じた制
限コードを受信する制限コード受信器と、を具備する装置。
［１４］
　前記アクセスリスト制御器は、前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記ア
クセス可能なアクセスポイントグループ識別子の維持リストから、前記グループ識別子を
削除する［１３］の装置。
［１５］
　前記接続要求器は無線により接続確立を要求し、前記制限コード受信器は、前記制限付
きアソシエーションアクセスポイントから無線により前記制限コードを受信する［１３］
の装置。
［１６］
　前記接続要求器は前記接続確立の要求を前記制限付きアソシエーションアクセスポイン
トとの帰路接続により行い、前記制限コード受信器は前記拒絶を前記帰路接続により受信
する［１３］の装置。
［１７］
　異なるアクセスポイントからのセル再選択に参加するセル再選択器をさらに具備し、前
記接続要求器は、前記接続確立を該セル再選択中に要求する［１３］の装置。
［１８］
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子はテキスト
ベースである［１３］の装置。
［１９］
　前記制限コード受信器は、前記制限付きアソシエーションアクセスポイントは、シグナ
リング、データアクセス、登録、および／または当該装置へのサービスの提供が前記制限
コードに少なくとも部分的に基づいて制限されることを判定する［１３］の装置。
［２０］
　前記接続要求器は、接続確立の要求に認証情報を含める［１３］の装置。
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